
世田谷
地域

都市整備方針策定から１０年を迎えるにあたり、５つの地域（世田谷・北沢・玉川・砧・烏山）ごとに示す
街づくりの方針である「地域整備方針」について、今後10年を見据えた見直しを進めています。この度、
「地域整備方針（たたき台）」を作成しましたので、意見交換会を開催します。ぜひご参加ください。

８/10 土
意見交換会 事前申し込み制

午前１０時～正午
世田谷区役所第２庁舎４階大会議室

(世田谷4-２２-３５)

【問合せ】世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課 03-5432-2872

定員 40名

＊申込者が多かった場合は抽選となります。
ご希望に添えない方のみ8月２日（金）までにご連絡いたします。
＊就学前のお子さまをお連れの方は、ひととき保育をご利用いただ
けます。ご希望の方は、申込時にお申し出ください。
＊手話通訳をご希望の方は、申込時にお申し出ください。

対象者 世田谷地域に在住、在勤、在学の方

申込み ７/２８（日）までに以下よりお申込みください

オンライン申請 せたがやコール
右記コードより
手続きページに
アクセスできます

① ② 電話：03-5432-3333

FAX：03-5432-3100
(午前8時～午後9時)

(24時間受付)

の未来を考えよう！

わたしたちの

パネル展示 事前申し込み不要

＊都市整備方針の概要、策定からこれまでに区が取り組んできた
地域の街づくりの状況等

（意見交換会前にお気軽にお立ち寄りください）

午前９時30分～午前１０時
世田谷区役所第２庁舎４階大会議室

(世田谷4-２２-３５)

内容

都市整備方針の見直しについての詳細
右記コードよりホームページにアクセスできます
（HP番号：２０５０７４）

同日開催

意見交換会(事前申込制)・パネル展示のご案内
～地域整備方針のたたき台ができました～
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